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島根原子力発電所品　保証活動の実施状況（平成19年度上期）
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＊平成19年9月末現在の体制を示す。
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2．原子力品質方針（平成19年4月2日）
　　（1）必要な資源を確保し，自らの役割と責任を自覚して，原子力の安全を最優先に品質保証
　　　　　活動を積極的に推進する。
　　（2）常に問いただす姿勢を持って，品質マネジメントシステムの継続的改善を実施する。
　　（3）コミュニケーションの充実と情報の共有を図って，風通しの良い，明るい職場を創る。
　　（4）現場，現物，現実を重視する3現主義を実践して，実効ある業務運営および個人・組織
　　　　　の能力向上を目指す。

3．品質保証活動の改善に向けた取組み
　　原子力品質方針展開結果

重点実施項目 指　標 結　　果

（1）島根1，2号機の ○運転中計画外停止率：0％ 09月末現在計画外停止率　0％
安全・安定運転の達成 【具体的方策】

1，異常兆候の早期発見
・当直による巡視の実施
・設備主管課による巡視の実施
・プラントテ㌧タ評価システムによる評価

・プラント性能連絡会の実施

2．運転操作の確実な実施

○原子力安全達成に向けた保安業 ○各課で計画どおり実施中
務の実施率：10眺

〔驚舞！　〕 〔9欝欝績〕
【具体的方策】

1，「H19各課保安管理業務実施計
画」および「皿9日常管理主要項
目」，「H19各課業務実施計画」に

おける保安業務に係るもの

○定期検査の確実な実施率：100％ 09月末現在計画どおり実施中
【具体的方策】

1．定期検査の確実な実施
［2号機第14回］：実績
・定期検査：再検査数ゼロ

・定期事業者検査：実施率10眺
・計画された確実な予防保全の実
施：予防保全実施済

2、新検査制度対応
・保守管理体系の再構築：検討中
・設備の現行指針への対応検討：

検討中

0確実な不適合管理・是正・予防処 09月末現在計画どおり実施中
置の実施率：100％ 【具体的方策】

1、不適合管理検討会と是正処置ワ
一キングの開催
・不適合管理検討会開催：16回
（処理件数：29件）

・是正処置検討冊開催：3回
（是正処置検討2件，

是正処置実施状況確認2回）
◆不適合処置
〈平成18年度分〉
不適合処置完了件数／不適合報
告書作成件数：149件／151件
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重点実施項目

（1）つづき

指　標

3

結　　果
〈平成19年度分〉
　不適合処置完了件数／不適合報
　告書作成件数：78件／83件
　　　　　　　　（別紙一1参照）

◆是正処置
〈平成18年度分＞

　是正処置完了件数／是正処置報
　告書作成件数：74件／97件
〈平成19年度分＞
　是正処置完了件数／是正処置報
　告書作成件数：27件／60件
　　　　　　　　（別紙一1参照）

　＜改善項目の一例〉
①件名：1号機C一原子炉格納容器
　　冷却機の不調について
（状況）：平成19年4月27目，原

　　子炉格納容器冷却機の定期補
　　機切替のため，C一原子炉格納
　　容器冷却機を起動したところ，

　　電動機の電流値が通常運転時
　　の約半分であったことから，当
　　該冷却機不調の原因究明を行
　　うこととし，定期補機切替えを
　　中止した。調査の結果，当該冷
　　却機の逆止ダンパ※の一時的
　　な固着等により発生した事象
　　と推定した。

〔処置）当該冷却機については，そ

　　の後の試験運転で正常に動作
　　することを確認できたが，次回
　　定期検査まで予備機とし，健全
　　性確認のため定期的（1回／1
　　ヶ月）に運転を行うこととし
　　た。

　　※：逆止ダンパ：他号機からの
　　　逆流を防止するための機器。

②件名：2号機非常用炉心冷却系の
　　ポンプ運転性能計算に用いる
　　数値の見直しについて
（状況）：定期事業者検査にあたり，

　　非常用炉心冷却系ポンプ6台の
　　運転性能計算に用いる数値の
　　根拠を明確にするため，あらた
　　めて確認を行ったところ，ポン
　　プの全揚程（水を汲み上げる
　　カ）を計算するために用いるポ

　　ンプ入口圧力計と出口圧力計
　　の取り付け位置の高低差に誤
　　りがあることが判明した。

　　　過去の定期事業者検査など
　　の結果について，正しい数値で
　　再計算した結果と比較し，全て
　　判定基準を満足していること
　　を確認した。



重点実施項目

（1）つづき

指　標
（処置）運転性能計算に用いる数値

　の根拠が記載されている試験
　記録様式の圧力計測点高差の
　修正を行った。

　　　　　結　　果

2．他プラント情報の的確な水平展開

　　（予防処置の確実な実施）

　・保安運営委員会審議：3回
　　（4／20，5／15，6／20）

◆予防処置

　上期処置完了報告3件
　〈改善項目〉

①件名：美浜3号格納容器内での
　水漏れについて
　予防処置：「工事施工管理手順書」

　　および「工事管理仕様書」に「仮
　　設備（浄化装置，水中ポンプ等）

　　を設置した場合には，運転状態

　　が容易に識別できるよう表示
　　を取り付ける。」を追記する。

②件名：志賀2号原子炉隔離時冷
　却系の蒸気供給隔離弁点検のた
　めの原子炉停止について
　予防処置：

　・1号機26同定検時に対象電磁接
　　触器のばね位置を詳細に目視
　　で点検する。

　・作業要領書に「清掃後にばね位
　　置を確認する」旨を追記する。

③件名：福島第二4号相分離母線
　油洩れについて
　予防処置：1号機26同定検時に1
　　号機起動変圧器の当該ハイ炉コルク

　　製パッキンを二トリルゴム製に取替え

　　る。

【発電所品質マネジメント文書改
正状況】

◆監査等指摘による改正：3回
◆自主的な改善活動による改
　正：62回
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重点実施項目 指　標 結　　果

（2）効果的なマネジメントレビ

@ューの実施
0適切なテ㌧タの分析項目数：7項目 OH19．5．18第84回島根原子力発電

@所品質保証運営委員会開催。
@　トッフロマネシ“メントレヒ“ユー　（H19、6、8）

@　へのインプット情報7項目に対する

@　発電所実施状況について審議。
y具体的方策】

P．発電所レピrにおけるデータ分
@析・評価：実施回数1回
Q．QMS高度化からの改善策の適切
@な取込み：実施時期12月

（3）品質マネジメントシステムの

@高度化の推進
○高度化作業の完了：H19年12月 09月末現在　「保安管理業務関係」

@要領の試行検証中
y具体的方策】

@第2ワーキングの確実な実施
氈u保安管理業務関係」要領の作成
@・H19．4．5第2WG「保安管理業務
@　実施要領」作成作業会キックオフ

@・作業会開催：18回
@・「保安管理業務実施要領」作成
@　計画書制定（H19．4．9）

@・H19，6．21り一ダー会議開催

@・H19、6．22～8．20：グ1レープ毎に実

@　施
@・H19，8，10～各リーダーによる文書

@　の確認作業を実施
@・作成完了：H19，8．20

（4）現場重視の実効ある

ﾆ務運営の実施
○実施率：10脳 ○下期実施予定

y具体的方策】

P．現場実態に即したルールのレビュー

@（第2ワーキングを主体として）

（5）業務に対する力量の

@明確化と適切な教育・

@訓練の実施

○資格認定制度（新力量）導入に

@向けた仕組みの構築率：10喘
09月末現在計画どおり実施中
y具体的方策】

@・力量検討WG（発電所）を2回開催
@　第1回：8／23，第2回：9／6
@・各担当の業務を反映した，力量
@　認定用の教育・訓練および技能
@　項目案を検討中
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4．内部監査の実施
　　　原子力部門から独立した社内監査組織である，本社「考査部門原子力監査担当」による監査
　　の実施。

【平成19年度監査テーマ】
基本監査 品質マネジメントシステムの運営状況

重点監査
QM　S高度化に向けた取組み状況
根本原因分析等のガイドライン整備への対応

監査内容
（1）原子力安全管理監査
　年度実施計画（経営会
　議決定）に従い内部監
　査を実施。

＊上記rH19年度監査テーマ」

参照

実施時期
　上期

監査結果および処置状況

◆不適合事項：3件
①協力会社事務所等の火元責任者を把握していなかった。
　（r火災防止要領」において，r協力会社事務所等の火元
　責任者について適正に選任されていることを把握する」
　と規定していた。

〔処置〕要領改正：r当社の管理する建物の火元責任者につ

　　いて定期的（1回／年）に確認する。」に見直す。（是
　　正処置完了予定H19．1L30）
②予防処置報告書の処置内容等の承認及び処置することの
　承認を得ていたが，処置が未実施であった。
〔処置〕処置時期等検討中

③「保守管理要領」に基づき作成する保安管理業務実施計
　画について，実施計画に目標設定がされていないものが
　あった。

〔処置〕保安管理業務実施計画を作成する場合，品質目標

　　の記載のある様式を使用して作成する。（是正処置完了
　　予定H20．3．28）

◆改善要望事項：2件
①r原子力品質保証運営委員会運営要領」の委員会成立要
　件の記載が曖昧
〔処置〕要領の改正（処置完了H19、9．21）

②予防処置報告書の処置計画について，処置内容は記載し
　ていたがその後の上覧が行われておらず処置が滞ってい
　た。

〔処置〕処置検討中

◆良好事例：12件
①緊急時の措置に関連する要領類の体系再構築
②QMS高度化への一丸となった取組み
③課題，改善策の体系的な整理
④教育計画改善の取組み
⑤品質目標達成のための活動計画の周知
⑥是正処置の実施における原因分析手順書の作成および活
　用

⑦是正処置検討WGメンバーの再編成
⑧転入者への定期事業者検査に関する教育の実施
⑨転入者の教育に配慮した座席の配置
⑩協力会社との良好なコミュニケーション
⑪ヒヤリハット事例の原因分析による作業安全の確保
⑫新潟県中越沖地震対応アクションプランの綿密なスケジ
　ュール管理
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5　品質保証に関する教育・訓練
　　品質保証に関する教育・訓練は，「原子炉施設保安規定ゴに基づいて行う保安教育と，発電所
運営に必要な知識技能の修得および維持向上を目的に実施しているものがあり，主な実施状況は
次のとおり。

教育・訓練内容 実　績

（1）「原子炉施設保安規定」に基づいて行う

@保安教育

・運転員を対象とした教育・運転員以外を対象とした教育

別紙一2参照

（2）知識技能の修得および維持向上を目的
@とした教育・訓練（技術教育）

・品質保証関係・保守管理関係　他

別紙一3参照

6、協力会社と連携した品質保証活動の推進

（1）品質保証連絡会 　定期検査期間中の品質保証活動に関する事項について，協力会
ﾐと検討・連絡・調整を行うことにより，情報を共有し発電所の
ﾀ全，安定運転の確保を図ることを目的として実施。

@平成19年度上期は，2号機第14同定検開始に伴い，平成1
X年5月から平成19年7月の間4回実施。

（2）現場ノくトローノレ 　品質保証連絡会メンバーにより，品質保証重点パトロール（作
ﾆエリアの識別状態，異物混入防止状況等の確認）を実施。

i平成19年6月～平成19年7月：2回実施
@対象：2号機全域）

（3）安全協議会での情報共有 　当社と協力会社の責任者クラスで組織する安全協議会（毎月開
ﾃ）において，適宜トラブル等に関する説明（6件）を実施。

（4）協力会社への監査 ［監査実施件数］2件（9月実施）
m監査結果］・不適合事項．なし・改善要望事項：1件

@〔内容〕計量器管理において，識別表示に記載の年の表記が，
@　　　　年号表記と西暦表記が混在している
@〔処置〕西暦表示に統一（処置完了H19．IL15）

7．その他の品質保証活動

　2号機第14回定期検査に
おける品質管理活動の展開と
しての諸活動

語
語

標
標

ポスター（品質管理意識高揚）の募集。

ポスター，垂れ幕の掲示。
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別紙一1

不適合管理とその是正処置の状況

H18年度に不適合報告書を作成した件数：151

平成19年3月31日現在
発生原因＼種類 検査等に関する不適合 左記以外の不適合 一　　合計

人的（※） 24 33 57

設備 22 53 75

環境 1 11 12

その他 6 1 7

合計 53 98 151

（※）発生原因の人的としては，要領・手順書等の認識不足、誤記（記入漏れ・誤字・脱字

　　等）等の人的ミスをいいます。

0不適合処置率＝
O是正処置率　　＝

約98％（完了件数149／発生件数151）
約76％（完了件数74／是正処置“要”件数97）

【補足説明】

平成18年度の不適合発生件数は151件であり，この内12月12日現在で不適合処置が
完了した件数は149件である。

　不適合発生件数151件のうち，是正（再発防止）処置が必要な事象は97件であり，12
月12日現在で是正処置が完了した件数は74件である。

H19年度上期に不適合報告書を作成した件数＝83

平成19年9月30日現在
発生原因＼種類 検査等に関する不適合 左記以外の不適合 合計

人的（※） 9 19 28

設備 7 40 47

環境 1 6 7

その他 1 0 1

合計 18 65 83

（※）発生原因の人的としては，要領・手順書等の認識不足，誤記（記入漏れ・誤字・脱字

等）等の人的ミスをいいます。

0不適合処置率＝
O是正処置率　＝

約94％（完了件数78／発生件数83）
約45％（完了件数27／是正処置“要”件数60）

【補足説明】

平成19年度上期の不適合発生件数は83件であり，この内12月12日現在で不適合処
置が完了した件数は78件である。

　不適合発生件数83件のうち1是正（再発防止）処置が必要な事象は60件であり，12月

12日現在で是正処置が完了した件数は27件である。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
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平成19年度一（上期） 島根原子力発電所の教育訓練実績（保安教育）　その1

　　男り紙一2（1／2）

運転員対象
〔嘩位二人｝

保　安 教　育　の　内 容（保安規定） 実施時期 教育訂

大分類 中分類 小分類　　〔項目〕 内　容
練者数

・総則，品質保証、体制および評価，保安教育，記録および澱告に
関係法令および保安燦定に関すること 原子炉施設保安旭定 関する娩則の概要，・保安に関する各組織および各職務の具体的役割と確認すべき記録 3年間で対無音全員が受講

52

※2

原子炉物理・臨界管珪 3年間で対象者全員が受講
o

運転管理1

運転管理” 3年間で対象者全員が受諾 99

運転管理皿 ※上※2

運転管理 巡裡点検・定期的検査f

巡視点検・定期的検査n 3年間で対象煮全員が受講
58

※2

異常時対応　（現場機器対応）

異常時対応〔中央制御室内対応〕 6回／年
387

異常時対応（指揮，状況判断） ※t※2

シミュレータ訓諌【

原子炉施設の運転に関すること （直員連携研修） ］回／年 76

シミュレータ訓練口

その他 （再研修〕 1匝レ一年
13

反腹教育 運転訓練

確転設備管理教育， シミュレータ訓練田

（当直管理者研修） 3年周で対象者全員が受講
4

シミュレータ訓練皿

（BTC上級） 3年間で対敦者全員が受講
4

保守管理計画に関すること［

保守管理 保守管理計画に関すること口 3イF閥で対象音全員が受講
68

※2

・管理区域への出人管理等，区域管理に関すること

・線量限度等，被ばく管理に関すること 3年間で対象者全員が受講 61

・外部放射線に係る線最当駅率等の測定に関すること ※2

放射線管理に関すること 放射線管理 管理区域外への移動等物品移動の管理に関すること

協力会社等の放射線防護に関すること

放射線測定器の取扱い 3雫帽1で対象者全員が受講 0

※2

放射性廃棄物管理 放射性固体・液体・気体廃棄物の管理に聞すること 3年間で対象者全員が受講
35

核燃料物質および核燃料物質によって X2
汚染された物の取扱いに関する二と ・燃料の臨界管理に関すること

燃．料管理 ・燃料の検査，取替，運殿および貯蔵に関すること 3年間で対象者全員が受講
50

※2

非常の場合に講ずべき処置に関すること 緊急事態応急対策惇、原子ノ」防災対策活動に関すること 3年間で対象者全員が受講
0

〔アクシデントマネジメント対応を含む〕 ※2
｛注｝ ※1＝

※21

康数回／年受講†る掛合，延人数（人・回｝で一

当直長は］・2号構いずれか実施で1回とする一

9



平成19年度（上期） 島根原子力発電所の教育訓練実績（保安教育）　その2

　　　　別紙一2（2／2｝

運転員以外対象
〔頃位＝人一：

保　安　教　育　の　内　容（保安規定） 実施時期
教育訓

緖ﾒ数
人分類 中分類　　　　　　　　　小分頚　　（項目〕 内　容

関係法令および保安規定に関すること　　　　　原ア炉等親制法 原子炉等親制法に関連する法令の概要

入所時に実施

ｷる教育

　　　　　　　　　　　　　　　　　　設　　要，一L要系統
ｴ｝炉施設の構造，性諺に関すること　　　の機能

・原子炉のしくみ
E原子炉容器等主要機器の構造1こ1罫寸一ること・原子炉冷却系統等主要系統の概能・性能に関すること

　　　人所時
i原チ力発電所斬坦配属

@　　時｝

u

非常の場合に講ずべき処置に関すること 非常の場合に講ずべき処置の概要

関係法令および保安坦定に関すること 法令，労働安全衛生規則および電倦放射線障害防止親則の関係条項

原子炉施設の構造，性能に関すること
原子炉，放射性廃棄物の廃棄設備およびその他の設備の構造に関す

驍ｱと

放射線業務

]事者教育

放射線管理に関すること

・原子炉，放射性廃棄物の廃棄設備およびその他の設備の取扱いの

菇@
E管理区域への立人りおよび退去の手順

E外部放射線による線量当量率および空気中の放射性物質の濃度の

ﾄ視の方法

E電離放射線が生体の細胞，組織，器官および全身に与える影響

管理区域内において核燃
ｿ物質もしくは使用済燃
ｿまたはこれらによって
��ｳれた物を取扱う業
ｱに就かせる時

13

核燃料物質および核燃料物質によって汚染された物の取扱いに関

ｷること
核燃料物質もしくぱ使用済燃料またはこれらによって汚染された物
ﾌ種類および性状ならびに運廠，貯蔵，廃棄の作業の方法・順序

非常の場合に講ずべき処置に関すること 異常な事態が発生した掛合における応急措置の方法

1到係法令および保安観定に「糊すること 原子炉施設保安坦定
総員II，品質保証，体制および評価，保安教育，記録および譲告に関
ｷること

3年置1で対象者全員が受講
259

原予炉施設の運転に関すること

運転管理

臨界管理に関すること

^転士の留意！ド項に関すること，通則に関すること

E運転上の制限に聞する二と

ﾙ常時の措置に聞すること

3年間で対敵身金最が受講 9

保守管理 保守管理計画に閲すること 3年間で対線者全員が受講
0

その他

ｽ復教育

i運転設備

ﾇ理教育） 放射線管理に閲する二と 放射線管理

・管理区域への出入り管理等，区域管理に関すること

E線硅限度等，被ばく管理に関すること

E外部放射線に係る線量当量率等の測定に関すること

ﾇ理区域外への移動等物品移動の管理に関すること

ｦ力会社等の放射線防護に関すること

3年r詔1で対象者全員が受講
o

放射線測定器の取扱い 5年1菖1で対集者全員が受講
0

核燃料物質および核燃料

ｨ質によって汚染された

ｨの恥掻いに関すること

放射性廃棄物管理 放射性固体・液体・気体廃棄物の管理に聞する二と 3年間で対象者全員が受講
0

燃料管理

・燃料管理における臨界管理

E燃料の検査，取替，述懐および貯蔵に関すること 3年周で対顎者全員が受講
0

非常の場合に講ずべき処置に関すること 防災教育 緊急事態応急対策等，原子力防災対策活動に関すること 3年1司で対象者全員が受講
o
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平成19年度（上期） 島根原子力発電所技術教育訓練実績表 別紙一3

教　　育　　項　　目 対象者
教育訓練者数

@　（人）

品質保証所内監査員のための講習会

i質保証活動に関する教育

i質保証関係講習会 Z術系所員

品質保証関係

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

qューマンファクタ教育　　　　一

坙{原子力産業会議派遣教育 @技術系所員

　　1

@　0
@14

@19　　　　一　　　　　　　　　　一　　　　一

@　〇
運転基礎研修（1／H）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 発電課員 3

オペレータ養成研修 発電課員

B　T　Cシミュレータ初級卜H研修コース 発電課員

B　T　Cシミュレータ　上級H補強訓練 発電課員

運転管理関係

a　T　Cシミュレータインストラクター研修 Y当者

　　0

@　4

@　〇

@　78

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

ﾝ備引継ぎに伴う設備教育 @　発電課員
一

品質保証センター技術教育 技術系所員

ｭ電所設備に関する教育

206

i23）※2
O0　　一　　　　　　　　　　　一

X

保守管理関係
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　一　　　　　　一

d気に関する施工管理の教育 @　電気保修課員
o

闃厲幕ﾆ者検査教育 闃厲幕ﾆ者検査要員 Q42

放射線計測器・防護具取扱訓練 放射線作業従事者 o

定検工事に係る放射線管理教育 放射線作業従事者 193

　　　　　　　　　　　　一厲ﾋ線障害防止に係る教育 R　I取扱者 19

放射線管理教育 放射線作業従事者 0

放射線管理関係 　総務課員

ﾀ全管理課員
4緊急被ばく医療教育・訓練

ｻ学分析装置取扱訓練

安全管理課員

ﾀ全管理課員 Z

放射線管理等に関する講習会 　各課員
ﾀ全管理課員

o

発電課員
2

ﾙ急時訓練　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 @全所員 @〇
地震時対策訓練 全所員 0

情報連絡者通報訓練 特別管理職 7

安全・燃料関係
AM（アクシデントマネージメント）シミュレータ教育 ※3

燃料検査事前教育 技術課員

　　0－　　4

安全解析および炉心性能解析に関する教育

Z術課員原子力関係講習会

　　　o－　　　o

日本原子力研究所派遣教育 技術系所員 2

合　　　計 828

叢1：罪醗／合計、こ、ま含めな、、

※3：AM支援組織班長，副班長，技術班員， 発電課日勤班当直主任以上
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